
5．UPZ圏内における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

1. 放射性物質が放出される前には、全面緊急事態において、住民（避難行動要支援者を含む）の屋
内退避を開始するため、住民の屋内退避が実施できる体制が必要。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準
（OIL）に基づき、空間放射線量率が毎時20μ㏜以上の区域を特定。当該区域の住民は一時移転を
行うこととなるため、施設からの距離に応じ、概ね1週間以内に一時移転できる体制が必要。

※ UPZ圏内の全住民が一斉には一時移転を行わず、緊急時モニタリング結果に基づき、毎時20μ㏜を
超える区域が特定された場合は、特定された区域の住民の一時移転を実施
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UPZ圏内における防護措置の考え方

PAZ

UPZ

PAZ圏内は
即時避難

 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階においては、予防的防護措置として、PAZ
圏内における住民の即時避難開始とともに、UPZ圏内においては住民の屋内退避を開始する。

 放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ば
くのﾘｽｸが増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、原子力災害対策本部が、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、空間放射線量率が毎時20μSv
以上となる区域を1日以内に特定。当該区域の住民は原子力災害対策本部の指示により概ね１週
間以内に一時移転を実施する。

※ 空間放射線量率が毎時500μSv以上となる区域が特定
された場合は当該区域の住民を速やかに避難させる。

屋内退避

UPZ圏内の防護措置の基本的な流れ

放射性物質の放出

全面緊急事態

１週間以内に
一時移転

UPZ圏内は
屋内退避

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv以上
と特定された区域
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UPZ圏内住民の一時移転等

 一時移転等実施の際は、国の原子力災害対策本部、福井県、京都府、関係市町が、住民の安全と
円滑な実施のため、実施に係る実務（避難先の準備、避難経路の確認、輸送手段の確保、ｽｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞの実施体制、地域毎の一時移転等開始時期など）の調整を行った上で、一時移転等を開始。

 UPZ圏内関係市町を対象とした避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。

 なお、緊急時モニタリングの結果や、避難経路や避難先の被災状況に基づき、府県災害対策本部
が府県域を越える避難が必要と判断した場合、避難元府県からの受入れ要請に基づき、避難計画
で示された兵庫県及び徳島県の避難先で受入れを行う。
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県名 市町名 府県内避難先 府県外避難先

福
井
県

高浜町 敦賀市

兵庫県

宝塚市、三田市、猪名川町

若狭町 越前町 丹波市、小野市、加東市

小浜市 鯖江市、越前市
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、姫路市、
市川町、福崎町、神河町

おおい町 敦賀市 伊丹市、川西市

京
都
府

南方向 西方向

舞鶴市
京都市、宇治市、城陽市、
向日市

※府外避難先と同一
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、淡路市

徳島県 鳴門市、松茂町、北島町

福知山市 福知山市内 福知山市内

兵庫県

上郡町

綾部市 福知山市、亀岡市 福知山市 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、佐用町

宮津市
長岡京市、八幡市、京田辺市、
木津川市

福知山市、京丹後市、
与謝野町

明石市、加古川市、高砂市

南丹市 南丹市内 南丹市内 洲本市、南あわじ市

京丹波町 京丹波町内 京丹波町内 芦屋市

伊根町 精華町 京丹後市 稲美町、播磨町



一時移転等に備えた関係者の対応
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高浜町災害対策本部

若狭町災害対策本部

小浜市災害対策本部

おおい町災害対策本部

舞鶴市災害対策本部

綾部市災害対策本部

宮津市災害対策本部

伊根町災害対策本部

福井県災害対策本部

京都府災害対策本部

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ）

滋賀県災害対策本部

高島市災害対策本部

 全面緊急事態までに、福井県、京都府、滋賀県、関西広域連合及び全ての関係市町は、災害対策
本部を設置。

 関係市町は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、対象となる各地区に職員を配置。

 福井県及び京都府内のバス会社は、緊急時における輸送力確保の協力協定に基づき、福井県及び
京都府又は関係市町の要請に備えて、ﾊﾞｽの派遣準備を開始。

関西広域連合
災害対策本部

まいづるし

いねちょう

みやづ し

福知山市災害対策本部
ふくちやまし

京丹波町災害対策本部
きょうたんばちょう

南丹市災害対策本部
なん たん し

あやべ し

たかはまちょう

わかさ ちょう

お ばま し

ちょう

たか しま し



福井県におけるUPZ圏内の医療機関・社会福祉施設の避難先

 福井県では、高浜原発から半径5～30km圏にある医療機関、社会福祉施設（33施設1,477人）につい
ては、 PAZ圏内と同様、施設ごとの避難計画を作成し、避難先を確保。

 何らかの事情で、予め選定した避難先施設が使用できない場合には、福井県が受入先を調整。
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施設区分

避難元施設 避難先施設

施設数 入所定員※１ 受入れ施設数 受入れ可能人数

医療機関（病院・有床診療所） 6 599 8 599

社会福祉施設

介護保健施設等 15 684 44 684

障害福祉サービス事業所等 12 194 13 194

小計 27 878 57 878

合計 33 1,477 65 1,477

※１ 医療機関については、入所定員と実入所者数に大きく隔たりがあるため、実入所者数を記載

※２ 福井県のUPZ圏内には児童養護施設なし

ＵＰＺ圏内施設と避難先



京都府におけるUPZ圏内の医療機関・社会福祉施設の避難先

 京都府では、高浜原発から半径5～30km圏にある医療機関、社会福祉施設（79施設3,360人）につい

ては、国の原子力災害対策本部から一時移転等の指示が出た場合における受入候補施設を、京都
府災害時要配慮者避難支援センターの調整により確保。

施設区分 施設数 入所者数

医療機関（病院・有床診療所） 15 1,067

社
会
福
祉
施
設

介護保健施設等 44 1,832

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ
事業所等

17 341

児童養護施設等 3 120

小 計 64 2,293

合 計 79 3,360

受入候補
施設数

受入可能
人数

32 約1,740

135 約1,640

22 約330

9 約130

166 約2,120

198 約3,860

受入先調整
（京都府災害時要配慮者
避難支援センター）

5～30km圏内 30km圏外
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※ 社会福祉施設については同種の施設への避難が基本であるが、
医療ケアが必要な約190人については医療機関へ搬送



①：災害時要配慮者避難支援センターから受入れ先・避難元双方の医療
機関・社会福祉施設へ、災害に関する情報を提供

②：避難元医療機関・社会福祉施設からセンターへ、避難者数及び必要な
移送手段を報告

③：センターによる受入先の状況確認及びマッチングの実施

④：センターから京都府災害対策本部へ、必要な輸送手段の確保を依頼

⑤：センターと京都府災害対策本部による移送等の避難実施についての
協議・調整

⑥：センターから受入先・避難元双方の医療機関・社会福祉施設へ、避
難方針を連絡

⑦：避難の実施

京都府における医療機関・社会福祉施設の受入先確保のための調整スキーム

 京都府では、一時移転等の防護措置が必要になった場合、京都府災害対策本部内に設置される京
都府災害時要配慮者避難支援センターが受入に関する調整を実施。
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京都府災害対策本部

マッチングフロー

①

②

④

社会福祉施設病院 社会福祉施設病院

京都府災害時要配慮者
避難支援センター

⑤

①

③

⑦

⑥ ⑥



一時移転等を行う際の情報伝達

 一時移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、福井県、京都府、滋賀県及び関係市町に対
し、TV会議ｼｽﾃﾑを用いて伝達。

 福井県、京都府、滋賀県、関係市町・機関から、住民、自治会、消防団、農協、漁協、医療機関、社
会福祉施設、教育機関等へは、防災行政無線、広報車、緊急速報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等）、電話、FAX等のあ
らゆる情報発信手段を活用して伝達。

電話・FAX等

防災行政無線、広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾃﾚﾋﾞ、
ﾗｼﾞｵ、緊急速報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等） 等

住 民

原子力災害対策本部
（首相官邸）

住民、自治会、消防団、農協、
漁協、医療機関、社会福祉施

設、教育機関 等
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TV会議ｼｽﾃﾑ等

関係府県・市町
災害対策本部

福井県災害対策本部
（福井県庁）

京都府災害対策本部
（京都府庁）

滋賀県災害対策本部
（滋賀県庁）



福井県におけるUPZ圏内の学校・保育所等の防護措置

 福井県では、警戒事態発生時に、UPZ圏内に位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に学
校原子力災害対策本部等を設置する。

 全面緊急事態（屋内退避措置）となった場合、学校原子力災害対策本部等では、あらかじめ作成す
るﾏﾆｭｱﾙに従って行動する。

 関係市町災害対策本部や関係市町教育委員会等の指示に従い、学校等の対応（屋内退避）及び保
護者の迎え等について保護者あてに連絡（ﾒｰﾙ配信等）する。
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警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

国

教育機関数 児童・生徒数

保育所・
幼稚園等

23 1,548

小学校 20 2,341

中学校 6 1,340

高等学校 3 1,607

大学・
専門学校

3 434

特別支援学校 1 54

合 計 56 7,324

原子力
事業者

福井県

保護者

保護者へ引渡し

関係市町

「地震・津波対応ﾏﾆｭｱﾙ」
によって行動開始

学校原子力災害対策本部等を設置

屋内退避の準備

屋内退避
（校舎内退避）

人員確認
保護者連絡

屋内退避
指示

連絡

UPZ 圏内の教育機関数

平成26年5月1日時点




